
頁1

○
総
務
省
告
示
第
百
八
十
二
号

電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
百
二
十
八
条
第
一
項
に
基
づ
く
協
議
の
認
可
・
裁
定
の

運
用
基
準
と
し
て
、
公
益
事
業
者
の
電
柱
・
管
路
等
使
用
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
平
成
二
十
七
年
総
務
省
告
示
第

三
百
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
三
十
一
年
四
月
十
日

総
務
大
臣

石
田

真
敏

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



頁2

改

正

後

改

正

前

（
基
本
的
な
考
え
方
）

（
基
本
的
な
考
え
方
）

第
一
条

［
略
］

第
一
条

［
同
上
］

２

線
路
を
設
置
す
る
た
め
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
設
備
の
設
備
保
有
者
（
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る

２

線
路
を
設
置
す
る
た
め
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
設
備
の
設
備
保
有
者
（
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る

一
束
化
設
備
保
有
者
及
び
第
十
五
条
に
規
定
す
る
支
線
保
有
者
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
に
は
電
気
通
信
事
業

一
束
化
設
備
保
有
者
及
び
第
十
五
条
に
規
定
す
る
支
線
保
有
者
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
に
は
電
気
通
信
事
業

者
、
電
気
事
業
者
、
鉄
道
事
業
者
そ
の
他
の
公
益
事
業
者
が
、
空
中
線
を
設
置
す
る
た
め
に
使
用
す
る
こ
と
が

者
、
電
気
事
業
者
、
鉄
道
事
業
者
そ
の
他
の
公
益
事
業
者
が
、
空
中
線
を
設
置
す
る
た
め
に
使
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
設
備
の
設
備
保
有
者
に
は
電
気
通
信
事
業
者
及
び
当
該
設
備
を
事
業
者
に
提
供
す
る
者
（
電
気
通
信
事

で
き
る
設
備
の
設
備
保
有
者
に
は
電
気
通
信
事
業
者
が
そ
れ
ぞ
れ
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

業
者
で
あ
る
者
を
除
く
。
）
が
そ
れ
ぞ
れ
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

［
３
・
４

略
］

［
３
・
４

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。


